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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供

給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用に係る

該当商品の周知について 

 

 令和２年３月３日付で、別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症の拡大

に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準

の運用について」（通知）が、都道府県等の食品表示主管部（局）長あて発出

されました。 

 つきましては、該当する食品製造事業者におかれましては、当該通知の「原

料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されている原材料の原料原産地に

齟齬がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウ

ェブサイトの掲示等により当該商品の適正な原料原産地に係る適時適切な情報

伝達がなされている場合にあっては、当分の間、取締りを行わなくても差し支

えないこととします。」の内容を踏まえ、店舗等内の告知、社告、ウェブサイ

トの掲示等による情報伝達をお願いします。 

 また、食品流通事業者におかれましては、該当する食品製造事業者が店舗等

内の告知を希望する場合には、本制度の趣旨を御理解の上、食品製造事業者に

よる情報伝達に御協力をお願いします。 

 

－ 以上 － 
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足 

を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について 

 

食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）においては、食品表示の適正の確保のため、

食品表示基準（平成 27 年内閣府令第 10 号）が定められているところです。 

現在、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の

供給不足により、法令を遵守し中国産として原料原産地表示を行っている商品につ

いて、中国産以外の原材料への切替えを検討している食品関連事業者が容器包装の

資材変更に即時対応できず生産が滞るなど、食品の生産及び流通の円滑化に支障が

生じています。 

このように、新型コロナウイルス感染症の拡大が社会的、経済的活動に影響を及

ぼしている現状において、一般消費者の需要に即した食品の安定供給に向けた生産

体制を確保する観点から、原料原産地表示の中国産との表記と実際に使用されてい

る原材料の原料原産地に齟齬
そ ご

がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等

内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な原料原産地に係る

適時適切な情報伝達がなされている場合にあっては、当分の間、取締りを行わなく

ても差し支えないこととしますので、適切な対応をお願いします。 

なお、本通知に便乗した、一般消費者を欺瞞
ぎ ま ん

するような悪質な違反についての取

締りを排除するものではないことを申し添えます。 

  



 

 

（参考）「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を

受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」（令和２年３月

３日）に関するＱ＆Ａ 

 

 

 

（答） 

本通知における食品表示基準の弾力的運用は、中国における新型コロナウイ

ルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足により、中国産として原

料原産地表示を行っている商品について、食品関連事業者が容器包装の資材の

変更に即時対応できず生産が滞るなど、一般消費者の需要に即した食品の生産

及び流通の円滑化に支障が生じていることを背景とした運用であることから、

その対象は、国内で製造・販売される加工食品であって、原料原産地が「中国」

である旨を表示した食品に限ることとなる。 

 

 

 

 

（答） 

本通知は 

① 原料原産地が「中国」である旨の表示を行っている商品であって、食品

関連事業者が、容器包装の資材の変更に即時対応できず生産が滞るなど

の事情がある場合に限り 

② 一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等に

より、当該商品に実際に使用された「中国」以外の原料原産地に係る情

報を適時適切に伝達することを条件として 

③ 原料原産地が「中国」である旨の表示と実際に使用された原材料の原料

原産地に齟齬
そ ご

がある場合であっても、当分の間、取締りを行わなくても

差し支えないこと 

を知らせるものであり、上記②の情報伝達が適時適切に行われていない場合

を含め、一般消費者を欺瞞
ぎ ま ん

するような悪質な違反についての取締りを排除す

るものではない。 

このため、悪質な違反については、引き続き、関係機関とも連携した厳正

な取締りを行うようお願いする。 

（問１）本通知における食品表示基準の弾力的運用の対象は、原料原産地表示

に限るとの考えでよいか。 

（問２）本通知に便乗した悪質な違反を確認した場合には、どのような対応を

行えばよいのか。 


